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独立行政法人独立行政法人日本学術振興会日本学術振興会のの中期目標中期目標・中期計画等の・中期計画等の変更変更のポイントのポイント

日本学術振興会に関する省令日本学術振興会に関する省令

○基金の区分経理による「共通事項の経理」○基金の区分経理による「共通事項の経理」
の追加の追加

基金業務の追加に伴い、区分経理を行うた
め、法人の経理において新たに共通経費の
経理が必要となる。

中中 期期 計計 画画

○２１年度補正予算（第１号）に係る業務として○２１年度補正予算（第１号）に係る業務として
基金業務を追加基金業務を追加

２１年度補正予算（第１号）により交付される
補助金により先端研究助成基金を設け、
我が国の先端的な研究の総合的かつ計画
的な振興のために必要な助成を行う。

業業 務務 方方 法法 書書

○「基金に関する業務」の追加○「基金に関する業務」の追加

国から交付される補助金により設けられた
先端研究助成基金により、我が国の先端的
な研究の総合的かつ計画的な振興のため
の助成を行う。

中中 期期 目目 標標

○２１年度補正予算（第１号）に係る業務として○２１年度補正予算（第１号）に係る業務として
基金業務を追加基金業務を追加

国から交付される補助金により先端研究助成
基金を設け、総合科学技術会議が決定した
運用に係る方針を踏まえた文部科学大臣が
定める基金運用方針に基づき必要な助成を
行う。
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附 則
（業務方法書）

第二条の三 文部科学大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による業務方法書（前条第一項
第一号に掲げる業務（先端研 究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「先端
研究助成業務」という。）に係る部分に限る。次項において同じ。）の認可をしようとするときは、
あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければ
ならない。

２ 文部科学大臣は、通則法第二十八条第二項の規定により、業務方法書に記載すべき事項に
係る文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに
総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。

（中期目標及び中期計画）
第二条の四 文部科学大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標（先端研究助成

業務に係る部分に限る。）を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関
の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。

２ 文部科学大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画（先端研究助成業務に係る
部分に限る。）の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに
総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。

独立行政法人日本学術振興会法独立行政法人日本学術振興会法（抄）（抄）
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独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律の概要独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律の概要

平成２１年度補正予算により交付される補助金により、以下の事業を今後５年間にわたり集中的に実施するため、独立行政

法人日本学術振興会（以下「振興会」という）に基金を設ける。

平成２１年度補正予算により交付される補助金により、以下の事業を今後５年間にわたり集中的に実施するため、独立行政

法人日本学術振興会（以下「振興会」という）に基金を設ける。

趣 旨趣 旨

（１）基金の設立（１）基金の設立
振興会に、平成２６年３月３１日までの間、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を設けることとする。

（２）（２）先端研究助成業務に関する業務方法書及び中期目標等先端研究助成業務に関する業務方法書及び中期目標等
文部科学大臣は、業務方法書の認可や中期目標の策定等をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、

総合科学技術会議の意見を聴くこととする。

（３）その他所要の規定の整備（３）その他所要の規定の整備
区分経理、基金の運用方法の制限、基金廃止の際の残余額の処理、補助金適正化法の準用、国会報告など

※施行期日：平成２１年６月２６日 ※平成２１年度補正予算関連法案

（参考）独立行政法人日本学術振興会の概要

設立年月日 平成１５年１０月１日（昭和７年１２月 （財）日本学術振興会として創設）
目 的 学術研究の助成、研究者養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことに

より、 学術の振興を図ること。
２１年度予算 １５６,８４０百万円（運営費交付金 他）
事 業 概 要 ○科学研究費補助金の審査・交付。

○若手研究者に対する研究奨励金の支給。
○研究者の派遣・受入れ、共同研究、セミナー等の国際交流。

設立年月日 平成１５年１０月１日（昭和７年１２月 （財）日本学術振興会として創設）
目 的 学術研究の助成、研究者養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことに

より、 学術の振興を図ること。
２１年度予算 １５６,８４０百万円（運営費交付金 他）
事 業 概 要 ○科学研究費補助金の審査・交付。

○若手研究者に対する研究奨励金の支給。
○研究者の派遣・受入れ、共同研究、セミナー等の国際交流。

概 要概 要

①「最先端研究開発支援プログラム」 ２７００億円
研究者を最優先した従来にない研究者支援のための制度を創設し、世界をリードする成果を上げ得る研究開発を推進することにより、

我が国の中長期的な国際競争力、底力の強化を図るとともに、研究成果の国民及び社会への「成果還元」を図る。

②「若手研究者海外派遣事業」 ３００億円
我が国の若手研究者を海外に機動的かつ集中的に派遣し、海外における研鑽機会を拡大することで、我が国の競争力の源となる

人材の育成を行う。
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